
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
広幅の長尺パルプシートの表面に遮光性樹脂層が形成されてなる広幅の長尺遮光シートを
長さ方向に沿ってスリットすることにより得られた細幅の長尺遮光紙を巻芯の周囲に巻き
回して形成された、写真ロールフィルム製造用の長尺遮光紙ロールがプラスチックフィル
ム製袋に収容されてなる遮光紙ロール包装体であって、該長尺遮光紙ロールの平均含水率
が、ロールの長さ方向の両側端部からロールの全長の１／１０までの領域では共に３重量
％以下であり、該両側端部領域以外のロール中央領域では２重量％以下であり、該プラス
チックフィルム製袋が３ｇ／ｍ 2（４０℃、９０％ＲＨ、２４時間での測定値）よりも低
い透湿度を有することを特徴とする写真ロールフィルム製造用遮光紙ロール包装体。
【請求項２】
上記巻芯の透湿度が、９ｇ／ｍ 2（４０℃、９０％ＲＨ、２４時間での測定値）よりも低
いことを特徴とする請求項１に記載の写真ロールフィルム製造用遮光紙ロール包装体。
【請求項３】
上記の広幅の長尺パルプシートの平均含水率が、シートの長さ方向の両側の端部から、シ
ートの全長の１／１０までの領域では共に４重量％以下であり、該両側端部領域以外のシ
ート中央領域では３．５重量％以下であることを特徴とする請求項１乃至２のうちのいず
れかの項に記載の写真ロールフィルム製造用遮光紙ロール包装体。
【請求項４】
平均含水率が、シートの長さ方向の両側の端部から、シートの全長の１／１０までの領域
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では共に３重量％以下であり、該両側端部領域以外のロール中央領域では２重量％以下で
ある広幅の長尺遮光シートを、その長さ方向に沿ってスリットすることにより得られた細
幅の長尺遮光紙を巻芯の周囲に巻き取って形成した、写真ロールフィルム製造用の円盤状
の細幅長尺遮光紙ロールを、３ｇ／ｍ 2（４０℃、９０％ＲＨ、２４時間での測定値）よ
りも低い透湿度を有する、一辺において開口したプラスチックフィルム製袋に挿入し、つ
いで、そのプラスチックフィルム製袋の開口部を折り重ねた後、封止具を用いて封止する
ことを特徴とする請求項１に記載の写真ロールフィルム製造用遮光紙ロール包装体の製造
方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ブローニーフィルムなどのような写真ロールフィルムを製造するための長尺遮
光紙ロールをプラスチックフィルム製袋に収容した遮光紙ロール包装体に関する。
【０００２】
【従来の技術】
一般にブローニーフィルムと呼ばれている１２０型、２２０型写真ロールフィルムでは、
写真フィルムには写真ロールフィルム用遮光紙が付設されている。そして、その遮光紙は
、写真フィルムともにスプールに巻き付けられ、写真フィルムを感光させないように遮光
保護する役割を有する。このような写真ロールフィルム用遮光紙としては、遮光性黒色紙
、パルプシートの表面にカーボンブラックを添加した高密度ポリエチレン樹脂と低密度ポ
リエチレン樹脂とからなるポリエチレン樹脂層（遮光層）を熱溶融押出しラミネートによ
り成形したもの（特開昭６０－３５７２８号公報参照）、パルプシートの表面にカーボン
ブラックの含有量が５重量％未満、酸変性接着性ポリオレフィン樹脂の含有量が５～９０
重量％である接着層とカーボンブラックの含有量が３重量％以上、メルトインデックスが
２ｇ／１０分以上のエチレン共重合体樹脂の含有量が１０重量％以上である表面層（エク
ストルージョンラミネート層：遮光層）を形成したもの（特開平６－５１４５０号公報参
照）などが知られている。
【０００３】
なお、写真ロールフィルム用遮光紙とスプールのフランジ部との間に隙間があるとその隙
間から光が侵入して、写真フィルムが感光しやすくなるという問題があるため、遮光紙の
幅とスプールのフランジ部の間隔を最適化した写真ロールフィルムが提案されている（特
開平４－１３６８４２号公報、特開平９－２８８３３５号公報）。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
写真ロールフィルム用遮光紙は、広幅の長尺パルプシートの表面に遮光性樹脂層を形成し
て製造した広幅の長尺遮光シートを低透湿性の袋に収容して保管しておき、写真ロールフ
ィルムとの組合わせ作業を始めるに際して、その広幅長尺遮光シートを袋から取りだし、
これを長さ方向に沿ってスリットすることにより、細幅の長尺遮光紙を得て、ついでこの
細幅長尺状遮光紙を巻芯の周囲に巻き回して長尺遮光紙ロールとし、これを改めてプラス
チックフィルム製の袋に収容した状態で保管し、速やかに写真ロールフィルムとの組合わ
せ作業を行なうことが一般的である。本発明者は、この細幅にスリットした長尺遮光紙の
保管後にしばしば見出される遮光紙の高い含水率の原因を調べた。この遮光紙の含水率が
高くなりすぎると、遮光紙の幅が設定した値よりも広くなるため、写真ロールフィルムと
組み合わせた状態でスプールに巻き付ける際、あるいはその後の保存時において、遮光紙
とスプールのフランジとが接触して巻きずれができて、写真ロールフィルムに巻き太りが
発生したり、あるいは遮光が不充分になりやすくなるという問題が発生する。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
本発明は、広幅の長尺パルプシートの表面に遮光性樹脂層が形成されてなる広幅の長尺遮
光シートを長さ方向に沿ってスリットすることにより得られた細幅の長尺遮光紙を巻芯の
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周囲に巻き回して形成された、写真ロールフィルム製造用の長尺遮光紙ロールがプラスチ
ックフィルム製袋（プラスチックフィルムを主な基材とする袋）に収容されてなる遮光紙
ロール包装体であって、該長尺遮光紙ロールの平均含水率が、ロールの長さ方向の両側端
部からロールの全長の１／１０までの領域では共に３重量％以下（通常は、０．５重量％
以上）であり、該両側端部領域以外のロール中央領域では２重量％以下（通常は、０．５
重量％以上）であり、該プラスチックフィルム製の袋が３ｇ／ｍ 2（４０℃、９０％ＲＨ
、２４時間での測定値）よりも低い透湿度を有することを特徴とする写真ロールフィルム
製造用遮光紙ロール包装体にある。長尺遮光紙ロールの、ロールの長さ方向の両側端部か
らロールの全長の１／１０までの領域での平均含水率と、該両側端部領域以外のロール中
央領域の平均含水率との差が、０．１～１．０重量％の範囲にあることが好ましい。
【０００６】
上記の本発明の写真ロールフィルム製造用遮光紙ロール包装体は、平均含水率が、シート
の長さ方向の両側の端部から、シートの全長の１／１０までの領域では共に３重量％以下
であり、該両側端部領域以外のロール中央領域では２重量％以下である広幅の長尺遮光シ
ートを、その長さ方向に沿ってスリットすることにより得られた細幅の長尺遮光紙を巻芯
の周囲に巻き取って形成した、写真ロールフィルム製造用の円盤状の細幅長尺遮光紙ロー
ルを、３ｇ／ｍ２ （４０℃、９０％ＲＨ、２４時間での測定値）よりも低い透湿度を有す
る、一辺において開口したプラスチックフィルム製袋に挿入し、ついで、そのプラスチッ
クフィルム製袋の開口部を折り重ねた後、封止具を用いて封止する方法を利用することに
より有利に製造することができる。
【０００７】
なお、本発明の写真ロールフィルム製造用遮光紙ロール包装体で用いる巻芯の透湿度は、
９ｇ／ｍ２ （４０℃、９０％ＲＨ、２４時間での測定値）よりも低いことが好ましい。
【０００８】
本発明の写真ロールフィルム製造用遮光紙ロール包装体の製造に用いる広幅の長尺遮光シ
ートとしては、平均含水率が、シートの長さ方向の両側の端部から、シートの全長の１／
１０までの領域では共に３重量％以下（通常は、０．５重量％以上）であり、該両側端部
領域以外のロール中央領域では２重量％以下（通常は、０．５重量％以上）である長尺遮
光シートを用いることが好ましい。また、広幅の長尺パルプシートとして、平均含水率が
、シートの長さ方向の両側の端部から、シートの全長の１／１０までの領域では共に４重
量％以下（通常は、０．５重量％以上）であり、該両側端部領域以外のシート中央領域で
は３．５重量％以下（通常は、０．５重量％以上）である長尺パルプシートを用いること
が好ましい。
【０００９】
なお、本発明で規定している透湿度は、ＪＩＳ－Ｚ－０２０８（カップ法）に記載されて
いる方法に従って測定した値であって、温度４０℃、相対湿度９０％ＲＨの雰囲気下で測
定した、面積１ｍ２ 当たり、２４時間の間に透過する水蒸気の量を意味する。
【００１０】
【発明の実施の形態】
本発明の写真ロールフィルム製造用遮光紙ロール包装体の構成を添付図面を参照しながら
次に詳しく説明する。
【００１１】
本発明の写真ロールフィルム製造用の細幅の長尺遮光紙ロールの斜視図を図１に、そして
遮光紙ロール包装体の斜視図を図２に示す。図１に示すように、長尺遮光紙ロール１は、
細幅にスリットした長尺状の遮光紙２を巻芯３に巻き回した円盤状の形状にある。そして
、この円盤状の長尺遮光紙ロール１が、低透湿性プラスチックフィルム製袋４に収容され
、かつ紙製のガムテープ、紐などの封止具５により封止されている。
【００１２】
図３に、遮光紙の代表的な構成の例を示す。遮光紙１は、パルプシート６の一方の面に一
層の遮光層７が形成され、他方の面には機能上必要な文字や記号あるいは、商品価値を高
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めるための印刷層８と、さらにその上に表面の光沢及び印刷層の保護のために保護層（ラ
ッカーコート層またはニスともいう）９が形成されている。
【００１３】
パルプシート６の材質は、写真フィルムに悪影響を与えなければ特に制限はなく、例えば
、上記特開平６－５１４５０号公報、特開平９－２８８３３５号公報に記載されているよ
うに天然パルプ、合成繊維、合成パルプ、再生パルプや故紙などを任意の比率に混合した
ものなどを用いることができる。パルプシートとしては通常、幅が５０～１５０ｃｍ、そ
して長さが５００～５０００ｍ程度の広幅のものが用いられ、このパルプシートを用いて
製造される広幅の遮光紙シートを、その長さ方向に沿ってスリットし、幅が１．５～１５
ｃｍ程度の細幅の遮光紙シートにして、これを写真ロールフィルムと組合わせて用いる。
【００１４】
遮光層７は、遮光性物質とそれを分散させた樹脂材料（結合剤）とからなる層である。遮
光性物質及び樹脂材料は、写真フィルムに悪影響を与えなければ特には制限はなく、上記
特開平６－５１４５０号公報、特開平９－２８８３３５号公報に記載されているものを使
用することができる。具体的には、遮光性物質としては、カーボンブラック、窒化チタン
、グラファイト等が挙げられる。遮光性、コスト等の観点から、カーボンブラックが好ま
しく、特にファーネスカーボンブラック、帯電防止効果を有するアセチレンカーボンブラ
ック、変性副生カーボンブラックであるケッチェンカーボンブラック等が好ましい。樹脂
材料の例としては、低密度、中密度、高密度、直鎖状の各種ポリエチレンやポリプロピレ
ンなどのポリオレフィン系、エチレン酢酸ビニルなどのポリビニル系、エチレンエチルア
クリレートやエチレンメチルアクリレートなどのアクリル系、スチレン・ブタジエンなど
のゴム系、アイオノマなどの単体、グラフト重合体ポリアミド系、ポリエチレン・テレフ
タレートなどのポリエステル系、などの単体、二種以上のブレンド、あるいはコポリマー
などが挙げられる。上記遮光層は、二層以上設けても良い。
【００１５】
印刷層８に用いられるインク材料としては、写真フィルムに悪影響を与えなければ特には
制限はなく、公知のものが使用できる。具体的な例としては、上記特開平６－５１４５０
号公報、特開平９－２８８３３５号公報に記載されている塩化ビニル・酢酸ビニル共重合
体樹脂、硝化綿、ポリエステル、ポリアミドウレタン、ポリアクリル、ロジン変性マレイ
ン酸、エチレン酢酸ビニル、ビニルエーテル、ウレタン酢酸ビニル、塩化ビニル・酢酸ビ
ニルウレタン樹脂、変性アルキッド樹脂、変性フェノール樹脂、アルカリ可溶型樹脂（ロ
ジン変性マレイン酸樹脂、スチレンマレイン酸樹脂、スチレンアクリル酸樹脂、アクリル
酸エステルアクリル酸樹脂、メタクリル酸エステルアクリル酸樹脂）、ハイドロゾル型樹
脂（スチレンマレイン酸樹脂、スチレンアクリル酸樹脂、α－メチルスチレンアクリル酸
樹脂、アクリル酸エステルアクリル酸樹脂、メタクリル酸エステルアクリル酸樹脂）、エ
マルジョン型樹脂（スチレン樹脂、スチレンアクリル酸エステル樹脂、アクリル酸エステ
ル共重合体樹脂、メタクリル酸エステル共重合体樹脂）、ＵＶインキ用樹脂として、アク
リル系不飽和基を持つポリマーが一般に使用されており、代表的な例としては、ポリエス
テル／アクリル酸エステル、ポリエステル／ウレタン樹脂／アクリル酸エステル、エポキ
シ樹脂／アクリル酸エステル、ペンタエリスリトールトリアクリレート、トリメチロール
プロパントリアクリレート、ヘキサンジオールジアクリレート、ネオペンチルグリコール
ジアクリレート、トリエチレングリコールジアクリレート、ヒドロキシエチルメタクリレ
ートなどが挙げられる。
【００１６】
これらのインキに併用され得る着色剤としては、特開昭６３－４４６５３号公報、上記特
開平６－５１４５０号公報、特開平９－２８８３３５号公報に記載されている各種顔料及
びアゾ顔料または無機顔料などが挙げられる。その他、インキを構成する原材料として必
要に応じて、各種溶剤、分散材、湿潤材、消泡剤、レベリング剤、増粘剤、安定剤、架橋
剤、ワックス、ドライヤーなどの添加剤を使用しても良い。
【００１７】
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保護層９の材質としては、写真フィルムに無害であれば特には制限はなく、公知のものが
使用できる。具体的な例としては、上記特開平６－５１４５号公報、特開平９－２８８３
３５号公報に記載されているアクリル樹脂、酢酸繊維素などのセルロース系樹脂、ウレタ
ン樹脂、エポキシ樹脂、ポリエステル樹脂、アイオノマ樹脂、ＥＥＡ樹脂、各種ポリエチ
レン樹脂、ポリプロピレン樹脂などが挙げられる。またワックスなども使用できる。
【００１８】
本発明の対象である細幅の遮光紙ロールは、その基体層としてパルプシート（原紙ともい
う）を用いている。従って、空気中の水分を吸収保持しやすい。ところが、パルプシート
が過度の水分含量（含水率）を持つようになると、前述のように、寸法安定性が低下し、
スプールに巻き付ける際にトラブルが発生しやすくなる。従って、本発明の細幅の遮光紙
ロールの水分含量は、ロールの長さ方向の両側端部からロールの全長の１／１０までの領
域では共に３重量％以下（通常は、０．５重量％以上）であり、該両側端部領域以外のロ
ール中央領域では２重量％以下（通常は、０．５重量％以上）であるように調整されてい
る。遮光紙ロールの両端側の領域は、周囲の雰囲気に接触する面積が大きくなる傾向が有
り、従って中央部領域よりも水分含量が高く成りがちである。
【００１９】
本発明の細幅の遮光紙ロールの長さ方向に沿った含水率の代表的な分布を、グラフとして
図４に示す。このグラフは、全長２５００ｍの遮光紙ロールとした本発明の細幅の遮光紙
ロールについて、その巻芯側（グラフの右側）から長さ方向に沿った各位置で測定した含
水率（重量％）を表示している。なお、比較のために、公知の代表的な細幅遮光紙ロール
の長さ方向に沿った含水率の分布を示すグラフを一緒に示す。
【００２０】
本発明の細幅の遮光紙ロールの低含水率を維持させるために、それを収容するプラスチッ
クフィルム製の袋は、３ｇ／ｍ２ （４０℃、９０％ＲＨ、２４時間での測定値）よりも低
い透湿度を有する必要がある。そのような低透湿度を示すプラスチックフィルム製の袋を
製造するための材料としては、ＬＤＰＥ（低密度ポリエチレン）、ＣＰＰ（未延伸ポリプ
ロピレン）、ＯＰ（二軸延伸ポリプロピレン）などのような低透湿性プラスチック材料の
フィルムの表面に蒸着などの手段によりアルミニウム金属薄層を形成した積層フィルムが
好ましく用いられる。
【００２１】
また、本発明の細幅の遮光紙ロールの巻芯もまた、遮光紙ロールの低含水率を維持させる
ために、９ｇ／ｍ２ （４０℃、９０％ＲＨ、２４時間での測定値）よりも低い透湿度を示
すものであることが好ましい。そのような低透湿度を示す巻芯を製造するための材料の例
としては、ＬＤＰＥ（低密度ポリエチレン）、ＣＰＰ（未延伸ポリプロピレン）、ＯＰ（
二軸延伸ポリプロピレン）などのような低透湿性プラスチック材料を挙げることができる
。
【００２２】
次に、本発明の細幅の遮光紙ロールを収容している遮光紙ロール包装体の製造方法につい
て説明する。
【００２３】
図５は、本発明の細幅の遮光紙ロールを製造するために用いられるロール状のパルプシー
ト（パルプシートロール）６の例の斜視図である。このパルプシートロール６は、巻芯１
０の周囲に巻き付けられている。本発明の低含水率の細幅遮光紙ロールを製造するために
は、このパルプシートロールの段階から低含水率に調整しておくことが望ましい。そのよ
うなパルプシートロールの長さ方向に沿った含水率の代表的な分布を、グラフとして図６
に示す。このグラフは、全長２５００ｍのパルプシートロールについて、その巻芯側（グ
ラフの右側）から長さ方向に沿った各位置で測定した含水率（重量％）を表示している。
【００２４】
低含水率に調整したパルプシートロールであっても、大気中に放置すると空気中の水分を
吸収して含水率が高くなる。従って、このパルプシートロールについても、透水性の低い
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プラスチックシート製の包装材料（例えば、前述した細幅の遮光紙ロールの包装に使用し
た袋の材料と同様な低透湿性材料から形成された包装材料）で包装した状態において保管
することが望ましい。そのような保管形態の例を、図７と図８とに示す。
【００２５】
図７は、パルプシートロール６の巻芯１０を、パルプシートロール６の幅よりも長くして
おき、パルプシートロール６の周囲を覆うように被せた包装シート１１の側面を巻芯１０
の両端部の回りに巻き付け、紐やテープなどの結束材１２で封止状態となるように包装シ
ート１１を固定して保管する方法を示す。この場合の巻芯もまた、低透湿性のプラスチッ
ク材料から形成することが望ましい。
【００２６】
図８は、パルプシートロール６の巻芯１０の長さを、パルプシートロール６の幅と略同等
としておき、パルプシートロール６の周囲を覆うように被せた包装シート１１の側面を巻
芯１０の内側に収容した上で、その巻芯の両端部に透湿性の低い材料からなるキャップ１
３をはめ込むことにより包装シート１１を固定して保管する方法を示す。この場合の巻芯
もまた、低透湿性のプラスチック材料から形成することが望ましい。
【００２７】
図７あるいは図８に示すような構成で保管されているパルプシートロールの表面には、公
知の方法で遮光層や印刷層、そして保護層などが付設され、図９に示すような広幅の遮光
紙ロール１４とされる。この広幅遮光紙ロール１４は、巻芯１５の周囲に巻き付けられて
いる。本発明の低含水率の細幅遮光紙ロールを製造するためには、この広幅の遮光紙ロー
ルの段階においても低含水率に調整しておくことが望ましい。そのような広幅遮光紙ロー
ルの長さ方向に沿った含水率の代表的な分布を、グラフとして図１０に示す。このグラフ
は、全長２５００ｍの広幅遮光紙ロールについて、その巻芯側（グラフの右側）から長さ
方向に沿った各位置で測定した含水率（重量％）を表示している。
【００２８】
含水率を低く調整した広幅遮光紙ロールであっても、大気中に放置すると空気中の水分を
吸収して含水率が高くなる。従って、この広幅遮光紙ロールについても、透水性の低いプ
ラスチックシート性の包装材料（例えば、前述した細幅の遮光紙ロールの包装に使用した
袋の材料と同様な低透湿性材料から形成された包装材料）で包装した状態で保管すること
が望ましい。そのような保管形態の例を、図１１と図１２とに示す。
【００２９】
図１１は、広幅遮光紙ロール１４の巻芯１５を、広幅遮光紙ロール１４の幅よりも長くし
ておき、広幅遮光紙ロール１１の周囲を覆うように被せた包装シート１６の側面を巻芯１
５の両端部の回りに巻き付け、紐やテープなどの結束材１７で封止状態となるように包装
シート１６を固定して保管する方法を示す。この場合の巻芯もまた、低透湿性のプラスチ
ック材料から形成することが望ましい。
【００３０】
図１２は、広幅遮光紙ロール１４の巻芯１５の長さを、広幅遮光紙ロール１４の幅と略同
等としておき、広幅遮光紙ロール１４の周囲を覆うように被せた包装シート１６の側面を
巻芯１５の内側に収容した上で、その巻芯の両端部に透湿性の低い材料からなるキャップ
１８をはめ込むことにより包装シート１６を固定して保管する方法を示す。この場合の巻
芯もまた、低透湿性のプラスチック材料から形成することが望ましい。
【００３１】
図１１または図１２に示すような構成で保管されている広幅遮光紙ロール１４は、公知の
方法でその長さ方向に沿ってスリットされ、写真フィルムと組合わせるための円盤状の細
幅遮光紙ロール（図１参照）とされる。そして、この細幅遮光紙ロールは、前述のように
、低透湿性のプラスチック製袋に収容される。
【００３２】
なお、円盤状の細幅遮光紙ロールであっても、前述のように、長尺の細幅遮光紙からなる
ため、その重量は、通常の人間の手で運搬移動するのに困難を伴うことが多く、また、円

10

20

30

40

50

(6) JP 3573655 B2 2004.10.6



盤状の細幅遮光紙ロールを低透湿性のプラスチックフィルム製袋に手で収容する作業を人
間の手で行う場合、細幅遮光紙ロールに傷が付いたり、プラスチックフィルム製袋が破れ
たりすることもある。従って、そのような重い円盤状の細幅遮光紙ロールの低透湿性のプ
ラスチックフィルム製袋への収容は、円盤状の細幅遮光紙ロールを垂直に立たせた状態で
運搬するベルトコンベア（コンベアベルトあるいはコンベアシート）、一辺が開口した低
透湿性のプラスチックフィルム製袋を供給する袋供給機、袋に挿入された細幅遮光紙ロー
ルを寝かせた状態にするための反転テーブル、袋の開口部を封止具を用いて封止する封止
機とを備えた円盤状細幅遮光ロールの袋詰めのための装置を用いることが好ましい。
【００３３】
上記の円盤状細幅遮光ロールの袋詰めのための装置に、備えられている封止機は、袋の開
口部を折り重ねる工程と、封子具（紙ガムテープ）を用いて封止する工程とを自動的に行
うものである。以下各工程について、図を参照しながら説明する。
【００３４】
袋の開口部を折り重ねる一連の工程の一例を図１３に示す。図１３において（Ａ）～（Ｆ
）は、袋の開口部を折り重ねる各工程を順に図示したものである。図に示すように、それ
ぞれが長さ方向で平行になるように固定された二本の折り曲げバー１９ａ、１９ｂの中間
点を中心として、二本の折り曲げバーを回転させながら移動させることにより、袋４の開
口部を折り重ねることができる。すなわち、図１３（Ａ）に示すように、折り曲げバー１
９ａを袋４の開口部の下面側に接触させて、ついで、二本の折り曲げバーを時計回りに回
転させながら、袋４の遮光紙ロール１側に移動させることにより袋開口部折り重ねること
ができる［図１２（Ｂ）～（Ｆ）］。
【００３５】
紙ガムテープを用いて開口部が折り重ねられた袋の開口部を封止する一連の工程の一例を
図１４に示す。図１４において（Ａ）～（Ｃ）は、袋の開口部を封止する各工程を順に図
示したものである。図１４（Ａ）に示すように、図示しない紙ガムテープ供給機により、
所定の長さに切断された紙ガムテープ５ａを、支持ローラ２１ａ、２１ｂと押し付けロー
ラ２０とで支持しながら、袋４の開口部近傍に支持ローラ２１ａ、２１ｂと袋４とが接触
するまで移動させる。次に、図１４（Ｂ）に示すように、押し付けローラ２０を紙ガムテ
ープの末端部まで移動させ、次いで、紙ガムテープ末端部を押し付けローラ２０で袋４に
押し付けながら、支持ローラ２１ａ、２１ｂと押し付けローラ２０とを紙ガムテープ５ａ
のもう一方の末端部に移動させる。そして、図１４（Ｃ）に示すように、紙ガムテープ５
ａのもう一方の末端部まで、押し付けローラ２０を移動させることにより、紙ガムテープ
５ａにより、袋４の開口部を封止することができる。
【００３６】
上記の円盤状細幅遮光ロールの袋詰めのための装置を用いることによって、含水率を調整
した広幅の長尺遮光紙ロールをスリットして円盤状の細幅遮光ロールを、垂直に立たせた
状態で運搬するベルトコンベアに載せて移動させ、そのままの状態で袋供給機から供給さ
れた一辺が開口した低防湿性のプラスチックフィルム製袋に挿入し、ついで、反転テーブ
ルを用いて、長尺遮光紙ロールを袋ごと寝かせた状態にした後、袋の開口部を封止するこ
とにより、本発明の写真ロールフィルム製造用遮光紙ロール包装体を工業的に有利に製造
することができる。
【００３７】
【発明の効果】
本発明の写真ロールフィルム用遮光紙ロール包装体に収容された細幅遮光紙ロールは、長
期間保管しても含水率の増加が起こりにくいため、写真ロールフィルムの製造時に巻きづ
れが起こりにくくなり、また非撮影時の不本意な露光の発生も起こりにくくなる。また、
円盤状の細幅遮光紙ロールを低透湿性プラスチック製袋に収容する作業を自動化すること
により、重筋作業の低減、作業効率が向上し、さらに、人間の手で細幅遮光紙ロールを袋
に収容する作業を行うよりも細幅遮光紙ロールに傷が付いたり、プラスチックフィルム製
袋が破れたりする確率が少なくなる。
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【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の細幅遮光紙ロールの例の斜視図である。
【図２】図１に示した細幅遮光紙ロールを収容した本発明の包装体の斜視図である。
【図３】本発明に用いられる写真ロールフィルム用遮光紙の一例の層構成を示す模式図で
ある。
【図４】本発明の細幅の遮光紙ロールの長さ方向に沿った含水率の代表的な分布を示すグ
ラフである。
【図５】本発明の細幅の遮光紙ロールの製造に用いられるパルプシートロールの斜視図で
ある。
【図６】図５に示したパルプシートロールの長さ方向に沿った含水率の代表的な分布を示
すグラフである。
【図７】図５に示したパルプシートロールを保管する包装体の構造の例を示す断面図であ
る。
【図８】図５に示したパルプシートロールを保管する包装体の別の構造の例を示す断面図
である。
【図９】本発明の細幅の遮光紙ロールの製造に用いられる広幅の遮光紙ロールの斜視図で
ある。
【図１０】図９に示した広幅遮光紙ロールの長さ方向に沿った含水率の代表的な分布を示
すグラフである。
【図１１】図９に示した広幅遮光紙ロールを保管する包装体の構造の例を示す断面図であ
る。
【図１２】図９に示した広幅遮光紙ロールを保管する包装体の別の構造の例を示す断面図
である。
【図１３】本発明の細幅遮光紙ロールを収容した低透湿性のプラスチック製袋の開口部を
折り重ねる一連の工程の一例を示す工程図であり、（Ａ）～（Ｆ）は、袋の開口部を折り
重ねる各工程を順に示したものである。
【図１４】図１３に示した工程により開口部が折り重ねられた低透湿性のプラスチック製
袋の開口部を紙ガムテープを用いて封止する一連の工程の一例を示す工程図であり、（Ａ
）～（Ｃ）は、袋の開口部を封止する各工程を順に示したものである。
【符号の説明】
１　遮光紙ロール
２　遮光紙
３　巻芯
４　低透湿性プラスチックフィルム製袋
５　封止具
５ａ　紙ガムテープ
６　パルプシート
７　遮光層
８　印刷層
９　保護層
１０　巻芯
１１　包装シート
１２　結束材
１３　キャップ
１４　広幅遮光紙ロール
１５　巻芯
１６　包装シート
１７　結束材
１８　キャップ
１９ａ、１９ｂ　折り曲げバー
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２０　押し付けローラ
２１ａ、２１ｂ　支持ローラ

【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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